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第７章 計画の推進に向けて 

１ 家庭・地域・事業者・行政の役割 

（１）家庭の役割 

保護者は、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭が子

どもの基本的生活習慣の確立や人格形成等にとって重要な役割と責任を持っていることを

認識する必要があります。 

このことを踏まえ、子どもとのスキンシップやコミュニケーションを通して、明るい家庭

を築くとともに、子どもの発達段階に応じた適切な家庭教育を行うよう努めることが必要で

す。 

また、家庭では、男女が協力して子育てを進めることが大切であり、女性だけが子育てに

大きな負担を負うことがないようにしなければなりません。 

 
（２）地域の役割 

子どもにとって、地域は充実した健全な日常生活を営んでいく上で重要な場であり、子ど

もは地域との関わりの中で社会性を身につけ、成長していきます。 

そのため、地域は、家庭環境、心身の障害の有無等にかかわらず、すべての子どもが、地

域住民との交流を通じて健全に成長できるよう支援していくことが大切です。 

また、地域全体で子育て中の家庭を支え、子どもの「自ら育とうとする力」を伸ばすため、

地域で活動している様々な団体が、行政や住民と連携し、互いに補いながら子どもの健全な

成長を支援することが重要です。 

 

（３）事業者の役割 

働いているすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択で

きるようにするとともに、職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識などを解消し、働き

やすい職場環境をつくることが大切です。 

そのためには、事業者・職場自体が、このような職場環境をつくるよう努めるとともに、

働く人々も認識を深めることが重要です。 

 
（４）行政の役割 

行政は、子育て支援のための保健・医療・福祉、教育、労働、住宅、生活環境など多様な

分野にわたる取組が必要であるため、関係部局間の連携を図り、総合的な施策の推進に努め

ます。 

また、国、県、保健所、児童相談所等関係機関との一層の連携強化に努め、施策・事業等

の計画的な推進を図ってまいります。  
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２ 計画の推進体制 

本市では、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供するため、円滑な事務

の実施を含め庁内関係部局間の密接な連携を図るとともに、県との間においても必要な情報を共

有し、共同で指導監督を行う等相互に密接な連携を図ります。 

また、住民が希望する教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を円滑に利用できるよう、

市域を超えた利用を想定して、近接する市町と連携を図り、迅速に調整等が行われるように努め

ます。 

さらに、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施し、地域の実情に応じて

計画的な基盤整備を行うため、行政と教育・保育施設、地域型保育事業の実施主体等が相互に連

携し、協働しながら取組を進めていきます。 

一方、子ども・子育て支援において地域の中核的な役割を担う認定こども園及び保育所と地域

子ども・子育て支援事業の実施主体との連携を支援するとともに、子ども・子育て支援を行う実

施主体同士相互の密接な連携を支援します。 

また、保育を利用する子どもが小学校就学後に円滑に放課後児童クラブを利用できるよう、相

互の連携に努めます。 

 

 

３ 計画の達成状況の点検・評価 

本市では、こども未来課が中心となって、毎年度進捗状況を把握・点検し、「南島原市子ども・

子育て会議」において、その内容について評価を行います。 

また、本計画の記載内容である教育・保育事業や地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」

及び「確保方策」については、国の制度や社会状況の変化によって大きく変動することも起こり

うることから、必要に応じて見直しを行うこととします。


